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○

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載

）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
定
社
債
等
に
係
る
発
行
及
び
償
還
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
社
債
等
に
係
る
発
行
及
び
償
還
に
関
す
る
事
項
）

第
十
四
条

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
、
ハ
及
び
ニ
⑺
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
十
四
条

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
同
号
ニ
⑺
に
規
定
す
る

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

法
第
百
二
十
六
条
本
文
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
者
の
名
称
若
し
く
は

十

法
第
百
二
十
六
条
本
文
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
者
又
は
特
定
社
債
に

法
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
補
助
者
の

物
上
担
保
を
付
す
場
合
に
お
け
る
担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法

氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
特
定
社
債
に
物
上
担
保
を
付
す
場
合
に
お
け
る
担

律
第
五
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
信
託
会
社
の
商
号

保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
信
託
会
社
の
名
称

［
十
一
～
十
七

略
］

［
十
一
～
十
七

同
上
］

（
特
定
資
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
資
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項
）

第
十
九
条

法
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
九
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

受
託
者
等
が
特
定
資
産
に
つ
い
て
行
う
業
務
の
種
類
、
内
容
並
び
に
資
産

三

受
託
者
等
が
特
定
資
産
に
つ
い
て
行
う
業
務
の
種
類
、
内
容
並
び
に
資
産

対
応
証
券
の
保
有
者
、
特
定
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
及
び
法
第
百
二
十
六
条

対
応
証
券
の
保
有
者
、
特
定
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
及
び
法
第
百
二
十
六
条

本
文
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
者
又
は
法
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
本

本
文
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
者
（
特
定
社
債
に
物
上
担
保
を
付
す
場
合

文
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
補
助
者
（
特
定
社
債
に
物
上
担
保
を
付
す
場

は
、
担
保
付
社
債
信
託
法
第
一
条
に
規
定
す
る
信
託
会
社
）
の
利
害
に
関
係

合
は
、
担
保
付
社
債
信
託
法
第
一
条
に
規
定
す
る
信
託
会
社
）
の
利
害
に
関

す
る
事
項
（
特
定
資
産
が
金
銭
債
権
の
場
合
は
、
そ
の
回
収
の
方
法
を
含
む

係
す
る
事
項
（
特
定
資
産
が
金
銭
債
権
の
場
合
は
、
そ
の
回
収
の
方
法
を
含

。
）

む
。
）

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

（
特
定
出
資
の
併
合
に
関
す
る
事
前
開
示
事
項
）

（
特
定
出
資
の
併
合
に
関
す
る
事
前
開
示
事
項
）

第
四
十
五
条
の
三

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
百
八
十
二
条

第
四
十
五
条
の
三

［
同
上
］

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

一

［
同
上
］

第
百
八
十
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当
性
に

関
す
る
事
項

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項

ロ

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項

及
び
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
口
に
満
た
な
い
端
数
の

及
び
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
口
に
満
た
な
い
端
数
の

処
理
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

処
理
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
処
理
の
方
法
に
関

す
る
事
項
、
当
該
処
理
に
よ
り
特
定
社
員
に
交
付
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
金
銭
の
額
及
び
当
該
額
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項
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⑴

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
当
該
処
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項

［
加
え
る
。
］

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四
条
第

(i)
二
項
又
は
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
い
ず
れ
の
規
定
に
よ
る
処
理

を
予
定
し
て
い
る
か
の
別
及
び
そ
の
理
由

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
五
条
第

(ii)
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
理
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
競
売
の
申

立
て
を
す
る
時
期
の
見
込
み
（
当
該
見
込
み
に
関
す
る
取
締
役
の
判

断
及
び
そ
の
理
由
を
含
む
。
）

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四
条
第

(iii)
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
理
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
売
却
に
係

る
特
定
出
資
を
買
い
取
る
者
と
な
る
と
見
込
ま
れ
る
者
の
氏
名
又
は

名
称
、
当
該
者
が
売
却
に
係
る
代
金
の
支
払
の
た
め
の
資
金
を
確
保

す
る
方
法
及
び
当
該
方
法
の
相
当
性
並
び
に
売
却
す
る
時
期
及
び
売

却
に
よ
り
得
ら
れ
た
代
金
を
特
定
社
員
に
交
付
す
る
時
期
の
見
込
み

（
当
該
見
込
み
に
関
す
る
取
締
役
の
判
断
及
び
そ
の
理
由
を
含
む
。

）

⑵

当
該
処
理
に
よ
り
特
定
社
員
に
交
付
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
金
銭

［
加
え
る
。
］

の
額
及
び
当
該
額
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
優
先
出
資
の
併
合
に
関
す
る
事
前
開
示
事
項
）

（
優
先
出
資
の
併
合
に
関
す
る
事
前
開
示
事
項
）

第
四
十
八
条
の
二

法
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
百
八
十

第
四
十
八
条
の
二

［
同
上
］

二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
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項
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
法
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会

一

［
同
上
］

社
法
第
百
八
十
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当

性
に
関
す
る
事
項

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

法
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四
条
第

ロ

法
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四
条
第

二
項
及
び
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
口
に
満
た
な
い
端

二
項
及
び
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
口
に
満
た
な
い
端

数
の
処
理
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

数
の
処
理
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
処
理
の
方
法

に
関
す
る
事
項
、
当
該
処
理
に
よ
り
優
先
出
資
社
員
に
交
付
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
金
銭
の
額
及
び
当
該
額
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

⑴

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
当
該
処
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項

［
加
え
る
。
］

法
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四

(i)
条
第
二
項
又
は
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
い
ず
れ
の
規
定
に
よ
る

処
理
を
予
定
し
て
い
る
か
の
別
及
び
そ
の
理
由

法
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
五

(ii)
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
理
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
競
売

の
申
立
て
を
す
る
時
期
の
見
込
み
（
当
該
見
込
み
に
関
す
る
取
締
役

の
判
断
及
び
そ
の
理
由
を
含
む
。
）

法
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四

(iii)
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
理
（
市
場
に
お
い
て
行
う
取
引
に
よ
る

売
却
に
限
る
。
）
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
売
却
す
る
時
期
及

び
売
却
に
よ
り
得
ら
れ
た
代
金
を
優
先
出
資
社
員
に
交
付
す
る
時
期

の
見
込
み
（
当
該
見
込
み
に
関
す
る
取
締
役
の
判
断
及
び
そ
の
理
由
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を
含
む
。
）

法
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四

(iv)
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
理
（
市
場
に
お
い
て
行
う
取
引
に
よ
る

売
却
を
除
く
。
）
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
売
却
に
係
る
優
先

出
資
を
買
い
取
る
者
と
な
る
と
見
込
ま
れ
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

当
該
者
が
売
却
に
係
る
代
金
の
支
払
の
た
め
の
資
金
を
確
保
す
る
方

法
及
び
当
該
方
法
の
相
当
性
並
び
に
売
却
す
る
時
期
及
び
売
却
に
よ

り
得
ら
れ
た
代
金
を
優
先
出
資
社
員
に
交
付
す
る
時
期
の
見
込
み
（

当
該
見
込
み
に
関
す
る
取
締
役
の
判
断
及
び
そ
の
理
由
を
含
む
。
）

⑵

当
該
処
理
に
よ
り
優
先
出
資
社
員
に
交
付
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

［
加
え
る
。
］

金
銭
の
額
及
び
当
該
額
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
五
十
五
条
の
二

法
第
九
十
六
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
三

［
条
を
加
え
る
。
］

十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

被
保
険
者
に
保
険
者
と
の
間
で
保
険
契
約
を
締
結
す
る
特
定
目
的
会
社
を

含
む
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
目
的
会
社
が
そ
の
業
務
に
関
連
し
第

三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
又
は
当
該
責
任
の
追
及

に
係
る
請
求
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
特
定
目
的
会
社
に
生
ず
る
こ
と

の
あ
る
損
害
を
保
険
者
が
塡
補
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
締
結
さ
れ

る
も
の
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二

役
員
等
（
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
員
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負

う
こ
と
又
は
当
該
責
任
の
追
及
に
係
る
請
求
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該

役
員
等
に
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
（
役
員
等
が
そ
の
職
務
上
の
義
務
に
違

反
し
若
し
く
は
職
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠

償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
又
は
当
該
責
任
の
追
及
に
係
る
請
求
を
受
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
当
該
役
員
等
に
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
除
く
。
）
を
保
険

者
が
塡
補
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
さ
れ
る
も
の

（
募
集
事
項
）

（
募
集
事
項
）

第
六
十
三
条

法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
六
十
三
条

［
同
上
］

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

法
第
百
二
十
七
条
第
八
項
又
は
法
第
百
二
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て

三

法
第
百
二
十
七
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
十
一
条
第

準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
十

二
項
本
文
に
規
定
す
る
と
き
は
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
由

一
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
と
き
は
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
由

四

法
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
契
約
に
お
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
十
四
条
の
四
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
権
限
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
同
法
に
規
定
す

る
特
定
社
債
管
理
補
助
者
の
権
限
以
外
の
権
限
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
権

限
の
内
容

五

法
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
契
約
に
お
け

［
号
を
加
え
る
。
］

る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
十
四
条
の
四
第
四
項
の
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規
定
に
よ
る
報
告
又
は
同
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
定
め
の
内
容

六

［
略
］

四

［
同
上
］

七

特
定
社
債
管
理
補
助
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

［
号
を
加
え
る
。
］

所
八
・
九

［
略
］

五
・
六

［
同
上
］

（
特
定
社
債
の
種
類
）

（
特
定
社
債
の
種
類
）

第
六
十
四
条

法
第
百
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
百
八
十
一
条

第
六
十
四
条

［
同
上
］

第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

特
定
社
債
管
理
者
を
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

［
号
を
加
え
る
。
］

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

特
定
社
債
管
理
補
助
者
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

［
号
を
加
え
る
。
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

特
定
社
債
管
理
補
助
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

［
号
を
加
え
る
。
］

所
並
び
に
法
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
契
約

の
内
容

十
一
・
十
二

［
略
］

八
・
九

［
同
上
］

（
特
定
社
債
管
理
補
助
者
の
資
格
）

第
六
十
九
条
の
二

法
第
百
二
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

［
条
を
加
え
る
。
］

第
七
百
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
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と
す
る
。

一

弁
護
士

二

弁
護
士
法
人

（
特
定
社
債
権
者
集
会
参
考
書
類
）

（
特
定
社
債
権
者
集
会
参
考
書
類
）

第
七
十
一
条

特
定
社
債
権
者
集
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

第
七
十
一
条

［
同
上
］

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

議
案
が
代
表
特
定
社
債
権
者
の
選
任
に
関
す
る
議
案
で
あ
る
と
き
は
、
次

二

［
同
上
］

に
掲
げ
る
事
項

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

候
補
者
が
特
定
社
債
発
行
会
社
、
特
定
社
債
管
理
者
又
は
特
定
社
債
管

ハ

候
補
者
が
特
定
社
債
発
行
会
社
又
は
特
定
社
債
管
理
者
と
特
別
の
利
害

理
補
助
者
と
特
別
の
利
害
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
概
要

関
係
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
概
要

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
議
決
権
行
使
書
面
）

（
議
決
権
行
使
書
面
）

第
七
十
二
条

法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
二

第
七
十
二
条

［
同
上
］

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
べ
き
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き

事
項
又
は
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
二
十

二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
べ

き
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

議
決
権
を
行
使
す
べ
き
特
定
社
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
行
使
す
る

五

議
決
権
を
行
使
す
べ
き
特
定
社
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
行
使
す
る
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こ
と
が
で
き
る
議
決
権
の
額

こ
と
が
で
き
る
議
決
権
の
数

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
特
定
社
債
権
者
集
会
の
議
事
録
）

（
特
定
社
債
権
者
集
会
の
議
事
録
）

第
七
十
五
条

［
略
］

第
七
十
五
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

特
定
社
債
権
者
集
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の

３

［
同
上
］

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

特
定
社
債
権
者
集
会
に
出
席
し
た
特
定
社
債
発
行
会
社
の
代
表
者
又
は
代

四

特
定
社
債
権
者
集
会
に
出
席
し
た
特
定
社
債
発
行
会
社
の
代
表
者
又
は
特

理
人
の
氏
名

定
社
債
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称

五

特
定
社
債
権
者
集
会
に
出
席
し
た
特
定
社
債
管
理
者
の
代
表
者
若
し
く
は

［
号
を
加
え
る
。
］

代
理
人
の
氏
名
又
は
特
定
社
債
管
理
補
助
者
若
し
く
は
そ
の
代
表
者
若
し
く

は
代
理
人
の
氏
名

六
・
七

［
略
］

五
・
六

［
同
上
］

４

法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
三
十
五
条
の

［
項
を
加
え
る
。
］

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
社
債
権
者
集
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
場
合
に
は
、
特
定
社
債
権
者
集
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
社
債
権
者
集
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

二

前
号
の
事
項
の
提
案
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

特
定
社
債
権
者
集
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

四

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
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（
電
磁
的
方
法
）

（
電
磁
的
方
法
）

第
百
二
十
八
条

法
第
四
十
条
第
三
項
及
び
法
第
二
百
四
十
二
条
第
五
項
（
法
第

第
百
二
十
八
条

法
第
四
十
条
第
三
項
及
び
法
第
二
百
四
十
二
条
第
五
項
に
お
い

二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
信

て
準
用
す
る
信
託
法
第
百
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

託
法
第
百
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
内
閣
府

の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
百
三
十
条

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次

第
百
三
十
条

［
同
上
］

に
掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表

示
す
る
方
法
と
す
る
。

［
一
～
十
九

略
］

［
一
～
十
九

同
上
］

二
十

法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
三
十
五

［
号
を
加
え
る
。
］

条
の
二
第
三
項
第
二
号

二
十
一

［
略
］

二
十

［
同
上
］

二
十
二

法
第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
（
法
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
五
項

二
十
三

法
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
（
法
第
二
百
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用

二
十
一

法
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
三

す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

十
一
条
第
三
項
第
二
号

第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
第
二
号
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二
十
四

法
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
三

［
号
を
加
え
る
。
］

十
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号

［
号
を
削
る
。
］

二
十
二

法
第
二
百
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
第
三

項
第
二
号

二
十
五
～
二
十
八

［
略
］

二
十
三
～
二
十
六

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


